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評価シート（１） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

 

 

 独立行政法人として設立する趣旨を十分に踏まえ、

機構に期待される社会的使命を果たすことができる

よう、効率的な業務運営体制を確立するとともに、併

せて業務管理の充実を図ること。 

 

１ 効率的な業務運営体制の確立 

 組織編成・人員配置については、民間の知見を最大

限活用できる体制を採りつつ、自ら業績評価を行って

見直しを図り、常に実情に即した効率的な業務運営体

制を確立すること。 

 
 
 
 
 
 
 
また、施設が譲渡又は廃止されるまでの間の施設運

営については､公益法人等への委託により行うこと。 

 

 なお、この場合の委託契約の内容は、機構設立前に

社会保険庁が委託していた公益法人との契約内容を

基本とすること。 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

 

 独立行政法人として設立する趣旨を十分に踏まえ、

機構に期待される社会的使命を果たすことができる

よう、効率的な業務運営体制を確立するとともに、併

せて業務管理の充実を図る。 

 

１ 効率的な業務運営体制の確立 

 施設譲渡又は廃止が進む過程において､業務遂行上

必要な組織編成及び人員配置が変化することが想定

されるため､専門家の知見を最大限活用できる体制を

維持しつつ、常に、業務の外部委託も含め、必要な見

直しを行い、実情に即した効率的な業務運営体制を確

立する。 

 

（１）必要に応じ、入札物件情報の作成、入札案内の

作成、入札手続等の業務について外部委託を行う。 

 

（２）施設が譲渡又は廃止されるまでの間の施設運営

については､公益法人等への委託により行う。 

 

 なお、この場合の委託契約の内容は、機構設立前に

社会保険庁が委託していた公益法人との契約内容を

基本とする。 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

 

 中期計画の5年度として、機構に期待される社会的

使命を果たすことができるよう、効率的な業務運営体

制の確立を図るとともに、併せて経営管理の充実を図

る。 

 

１ 効率的な業務運営体制の確立 

 組織編成、人員配置については、専門家の知見を最

大限活用できる体制を確立し、また、業務の外部委託

も含めた実情に即した効率的な業務運営体制を確立

する。 

 

 

（１）必要に応じ、入札物件情報の作成、入札案内の

作成、入札手続き等の業務について外部委託を行う。 

 

（２）施設が譲渡又は廃止されるまでの間の施設運営

については､機構設立前に社会保険庁が委託していた

公益法人等への委託により行う。 

  

 なお、この場合の委託契約の内容は、機構設立前に

社会保険庁が委託していた公益法人との契約内容を

基本とする。 

 

 

 

【評価項目１ 効率的な業務運営体制の確立】 自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

 

【数値目標】 

○「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）を踏まえ、平成 21 年

度末現在の常勤役職員数を 39 名以下とする。 

【評価の視点】 

○組織編成、人員配置については、専門家の知見を最大限活用できる体制を確立

し、適切な運営がなされたか。 

【評価の視点】 

○組織編成、人員配置については、専門家の知見を最大限活用できる体制を確立し、

適切な運営がなされたか。 

○業務の外部委託も含めた実情に即した効率的な業務運営体制を確立し、適切な

運営がなされたのか。 

○業務の外部委託も含めた実情に即した効率的な業務運営体制を確立し、適切な運

営がなされたのか。 

○内部統制（業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、業務活動に関わる法

令等の遵守等）に係る取組についての評価が行われているか。（政・独委の評価

の視点） 

○内部統制（業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、業務活動に関わる法令

等の遵守等）に係る取組についての評価が行われているか。（政・独委の評価の視

点） 

○法人の業務改善のための具体的なイニシアティブを把握・分析し、評価してい

るか。（政・独委の評価の視点） 

 

○法人の業務改善の取組を適切に講じているか。またそのための具体的なイニシア

ティブを把握・分析し、評価しているか。（政・独委の評価の視点）（委員長通知

別添三①と同様） 

 ○国民のニーズとずれている事務・事業や、費用に対する効果が小さく継続する必

要性の乏しい事務・事業がないか等の検証を行い、その結果に基づき、見直しを図

っているか。（委員長通知別添三②） 

 ○関連公益法人との関係について、透明性確保に向けた見直しを図っているか。（委

員長通知別添三③） 
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評価シート（２） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

２ 業務管理の充実 

 業務の計画的な推進を図るとともに、継続的な業務改善や

リスク管理の徹底を図ること。 

 

 

２ 業務管理の充実 

（１）業務の計画的推進を図るため､進捗管理の徹底を図る。 

 

 

 

 

（２）業務遂行において生じうる多様な事業リスクを的確に

把握・管理する。 

 

２ 業務管理の充実 

（１）機構設立の際、国から出資を受ける資産並びに承継す

る権利及び義務に係る情報等ついて、中期目標期間の機構の

業務に支障を来さぬよう適切に整理を行い、当該情報等の管

理体制の確立を図る。 

 

（２）業務の計画的推進を図るため､進捗管理の徹底を図る。 

 

（３）業務遂行において生じうる多様な事業リスクを的確に

把握・管理する。 

 

 

 

【評価項目２ 業務管理の充実】 自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

 

 

【数値目標】 

○業務の計画的推進を図るため、進捗管理を徹底し、5 年間で全ての施設を売却す

る。そのため、平成 21 年度、平成 22 年度の年度計画に対する売却施設数の達成

率を 100%とする。 

 

【評価の視点】 

○国から出資を受けた資産並びに承継した権利及び義務に係る情報等について、

適切に整理を行い、当該情報等の管理体制を確立できたか。 

【評価の視点】 

○国から出資を受けた資産並びに承継した権利及び義務に係る情報等について、

適切に整理を行い、当該情報等の管理体制を確立できたか。 

○業務の計画的推進を図るため､進捗管理の徹底に向けて、具体的な取組がなされ

たか。 

○業務の計画的推進を図るため､進捗管理の徹底に向けて、具体的な取組がなされ

たか。 

○業務遂行において生じうる多様な事業リスクの的確な把握・管理に向けて、具

体的な取組がなされたか。 

○業務遂行において生じうる多様な事業リスクの的確な把握・管理に向けて、具

体的な取組がなされたか。 
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評価シート（３） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

３ 業務運営の効率化に伴う経費節減 

機構の業務運営に当たっては、年金資金等の損失を最

小化するという考え方に立ち、機構の運営経費をできる

限り節減すること。 

 

（１）一般管理費（人件費を除く。）については、中期

目標期間の最終の事業年度において、対平成１７年度比

１０％以上の額を節減すること。 

 

（２）「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日

閣議決定）を踏まえ、的確な業務を執行する体制を維持

しつつ、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うこ

と。 

併せて、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、給与体

系の見直しを進めること。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 業務運営の効率化に伴う経費節減 

業務運営に当たっては、年金資金等の損失を最小化す

るという考え方に立ち、運営経費をできる限り節減する

。 

 

 

（１）一般管理費（人件費を除く。）については、効率

的な執行に努め、中期目標期間の最終の事業年度におい

て、対平成１７年度比１０％以上の額を節減する。 

 

（２）業務経費については､費用対効果を十分に踏まえ

た効率的な執行に努める。 

 

 

 

（３）「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議

決定）を踏まえ、的確な業務を執行する体制を維持しつ

つ、平成２１年度末までに、平成１７年度に比べて４％

以上の人員の削減を行う。 

 また、国家公務員の給与構造改革を踏まえて、役職員

の給与について必要な見直しを進める。 

 

３ 業務運営の効率化に伴う経費節減 

業務運営に当たっては、年金資金等の損失を最小化す

るという考え方に立ち、運営経費をできる限り節減する

。 

 

 

（１）一般管理費（人件費を除く。）については、効率

的な執行に努める。 

 

（２）業務経費については､費用対効果を十分に踏まえ

た効率的な執行に努める。 

 

 

 

 

（３）国家公務員の給与構造改革を踏まえて、役職員の

給与について必要な見直しを進める。 

 

 

 

【評価項目３ 業務運営の効率化に伴う経費節減】 自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

【数値目標】 

○平成 21 年度末の一般管理費（人件費除く）の額を対 17 年度比で 10%以上削減

する。 

【評価の視点】 

○一般管理費（人件費を除く。）については、中期目標期間の最終の事業年度に

おいて、対平成 17 年度比 10％以上の額を節減すること。 

【評価の視点】 

○一般管理費（人件費を除く。）については、中期目標期間の最終の事業年度に

おいて、対平成 17 年度比 10％以上の額を節減すること。 

○「行政改革の重要方針」（平成 17年 12月 24日閣議決定）を踏まえ、的確な業

務を執行する体制を維持しつつ、平成２１年度末までに、平成１７年度に比べて

４％以上の人員の削減を行う。 

 

○一般管理費（人件費を除く。）の削減について、中期計画に掲げる目標値の達

成に向けた取組が行われ、着実に進展しているか。 

○一般管理費（人件費を除く。）の削減について、中期計画に掲げる目標値の達

成に向けた取組が行われ、着実に進展しているか。 

 ○事業費における冗費を点検し、その削減を図っているか。（委員長通知別添二

①） 

○業務経費について､費用対効果を十分に踏まえた効率的な執行を実現するため、

具体的な取組がなされたか。 

○業務経費について､費用対効果を十分に踏まえた効率的な執行を実現するため、

具体的な取組がなされたか。 

○「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）を踏まえ、的確な業

務を執行する体制を維持しつつ、平成 21 年度末までに、平成 17 年度に比べて 4％

以上の人員の削減を行うための取組を進めたか。（政・独委の評価の視点と同様） 

○総人件費改革を進めるため、「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣

議決定）を踏まえ、的確な業務を執行する体制を維持しつつ、平成 21 年度末まで

に、平成 17 年度に比べて 4％以上の人員の削減を行うための取組を進めたか。（政・

独委の評価の視点と同様） 

○国家公務員の給与構造改革を踏まえ、役職員の給与について必要な見直しを進

めたか。 

○国家公務員の給与構造改革を踏まえ、役職員の給与について必要な見直しを進

めたか。 
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評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

○国家公務員と比べて給与水準の高い法人について、以下のような観点から厳格

なチェックが行われているか。 

 ・給与水準の高い理由及び講ずる措置（法人の設定する目標水準を含む）につ

いての法人の説明が、国民に対して納得の得られるものとなっているか。 

 ・法人の給与水準自体が社会的な理解の得られる水準となっているか。 

（政・独委の評価の視点） 

○国家公務員と比べて給与水準の高い法人について、以下のような観点から厳格

なチェックが行われているか。 

 ・給与水準の高い理由及び講ずる措置（法人の設定する目標水準を含む）につ

いての法人の説明が、国民に対して納得の得られるものとなっているか。 

 ・法人の給与水準自体が社会的な理解の得られる水準となっているか。（政・

独委の評価の視点）（委員長通知別添一①と同様） 

 
○国と異なる、又は法人独自の諸手当は、適切であるか。（委員長通知別添一③

） 

 
○法定外福利費の支出は、適切であるか。（委員長通知別添一④） 

○契約方式等、契約に係る規程類について、整備内容や運用の適切性等、必要な

評価が行われているか。（政・独委の評価の視点） 

○契約方式等、契約に係る規程類について、整備内容や運用の適切性等、必要な

評価が行われているか。（政・独委の評価の視点） 

○契約事務手続に係る執行体制や審査体制について、整備・執行等の適切性等、

必要な評価が行われているか。（政・独委の評価の視点） 

○契約事務手続に係る執行体制や審査体制について、整備・執行等の適切性等、

必要な評価が行われているか。（政・独委の評価の視点） 

○「随意契約見直し計画」の実施・進捗状況や目標達成に向けた具体的取組状況

について、必要な評価が行われているか。（政・独委の評価の視点） 

 

 ○契約監視委員会での見直し・点検は適切に行われたか。（その後のフォローア

ップを含む。）。また、「随意契約等見直し計画」が計画どおり進んでいるか。

（委員長通知別添二③） 

○個々の契約について、競争性・透明性の確保の観点から、必要な検証・評価が

行われているか。（政・独委の評価の視点） 

○個々の契約について、競争性・透明性の確保の観点から、必要な検証・評価が

行われているか。（政・独委の評価の視点）（委員長通知別添二②と同様） 

 
○総人件費改革は進んでいるか。（委員長通知別添一②） 
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評価シート（４） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する事項 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

 

１ 各施設の経営状況等の把握 

中期目標期間を通じた具体的な譲渡又は廃止施設の選定に

資するため、各施設の経営実績、今後の経営見通し及び建物

の老朽度等の状況を把握する。 

 

２ 機構の業務内容に関する地方公共団体への説明 

年金福祉施設等が所在する全ての地方公共団体に対し、機

構が行う譲渡業務の内容について、説明を行う。 

 

 

 

【評価項目４ 各施設の経営状況等の把握 機構の業務内容に関する地方公共団

体への説明】 
自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

 

【数値目標】 

【評価の視点】 

○中期目標期間を通じた具体的な譲渡又は廃止施設の選定に資するため、各施設

の経営実績、今後の経営見通し及び建物の老朽度等の状況を適切に把握できたか。 

【評価の視点】 

○中期目標期間を通じた具体的な譲渡又は廃止施設の選定に資するため、各施設

の経営実績、今後の経営見通し及び建物の老朽度等の状況を適切に把握できたか。 

○年金福祉施設等が所在する全ての地方公共団体に対し、機構が行う譲渡業務の

内容について、説明を行ったか。 

○年金福祉施設等が所在する全ての地方公共団体に対し、機構が行う譲渡業務の

内容について、説明を行ったか。 
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評価シート（５） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

１ 年金福祉施設等の譲渡又は廃止 

毎事業年度、年金福祉施設等の譲渡の見通しを

年度計画で示し、各事業年度終了時に進捗状況を

勘案して業績を評価し、次事業年度以降の業務に

反映させること。 

また、譲渡後の施設の用途については、買受先

及びその転売先等において、公序良俗に反する使

用等が行われることがないよう十分に配慮するこ

と。 

 社会保険病院及び厚生年金病院（これらに併設

される介護老人保健施設及び看護専門学校を含む

。以下「社会保険病院等」という。）の譲渡等に

ついては、地域医療の確保を図る観点も踏まえた

厚生労働省の方針を踏まえつつ、対応すること。 

 

（１）譲渡施設の選定及び譲渡時期 

 各事業年度における譲渡施設の選定に当たって

は､各施設の経営実績、今後の経営見通し及び建物

の老朽度等を総合的に勘案して行うものとし、機

構が策定する年度計画において定めること。 

  

また、譲渡する施設名、競争執行の場所及び日

時を官報で公告すること。なお、公告時期につい

ては、委託先公益法人等における清算業務や従業

員の雇用に配慮すること。 

 

 

 

 

 

（２）契約方法 

施設の譲渡に当たっては､公正で適正な譲渡を

行う観点から､一般競争入札とすること。 

ただし、借地上にある施設について土地所有者が

建物の購入を希望する場合は、随意契約により譲

渡すること。 

 

（３）譲渡条件 

次の施設については、譲渡に当たり、一定期間

施設の中心的な機能を維持することを譲渡条件と

すること。なお、施設の機能廃止が適当とされた

施設については、この限りではないこと。 

① 地域医療に貢献している施設（社会保険診療

所、健康管理センター及び保養ホーム） 

② 入居者に配慮すべき施設（終身利用型老人ホ

ーム及び長期入居型老人ホーム） 

③ 同一都道府県内に代替施設がないことからそ

の中心的な機能を維持することが必要な施設であ

って、別表に掲げるもの 

 

 

１ 年金福祉施設等の譲渡又は廃止 

 毎事業年度、年金福祉施設等の譲渡の見通しを

年度計画で示し、各事業年度終了時に進捗状況を

勘案して業績を評価し、次事業年度以降の業務に

反映させる。 

 また、譲渡後の施設の用途については、買受先

及びその転売先等において、公序良俗に反する使

用等が行われることがないよう十分に配慮する。 

 社会保険病院及び厚生年金病院（これらに併設

される介護老人保健施設及び看護専門学校を含む

。以下「社会保険病院等」という。）の譲渡等に

ついては、地域医療の確保を図る観点も踏まえた

厚生労働省の方針を踏まえつつ、対応する。 

 

 

（１）譲渡施設の選定及び譲渡時期 

 

① 各施設の状況について把握するとともに、年

度ごとの譲渡施設数の見通しを早急に立てる。 

 

② 各事業年度における譲渡施設の選定に当たっ

ては､各施設の経営実績、今後の経営見通し及び建

物の老朽度等を総合的に勘案して行うものとし、

年度計画において定める。 

 

③ 譲渡する施設名、競争執行の場所及び日時を

官報で公告する。なお、公告時期については、委

託先公益法人等における清算業務や従業員の雇用

に配慮する。 

 

（２）契約方法 

① 施設の譲渡に当たっては､公正で適正な譲渡

を行う観点から､一般競争入札とする。 

② ただし、借地上にある施設について土地所有

者が建物の購入を希望する場合は､随意契約によ

り譲渡する。 

 

（３）譲渡条件 

次の施設については、譲渡に当たり、一定期間

施設の中心的な機能を維持することを譲渡条件と

する。なお、施設の機能廃止が適当とされた施設

については、この限りではない。 

① 地域医療に貢献している施設（社会保険診療

所、健康管理センター及び保養ホーム） 

② 入居者に配慮すべき施設（終身利用型老人ホ

ーム及び長期入居型老人ホーム） 

③ 同一都道府県内に代替施設がないことからそ

の中心的な機能を維持することが必要な施設であ

って、別表に掲げるもの 

 

 

３ 年金福祉施設等の譲渡又は廃止 

年金資金等の損失を最小化するという考え方に

立ちつつ、多様な譲渡方法を通じ、施設譲渡の促

進など事業の効率化、適正化を図る。 

また、譲渡後の施設の用途については、買受先

及びその転売先等において、公序良俗に反する使

用等が行われることがないよう十分に配慮する。 

 なお、社会保険病院及び厚生年金病院（これら

に併設される介護老人保健施設及び看護専門学校

を含む。以下「社会保険病院等」という。）の譲

渡等については、地域医療の確保を図る観点も踏

まえた厚生労働省の方針を踏まえつつ、対応する

。 

 

 

（１）譲渡施設の選定及び譲渡時期 

 

① 本年度における譲渡施設は、別表に定めるも

のとする。 

 

譲渡する施設名、競争執行の場所及び日時を官

報で公告する。なお、公告時期については、委託

先公益法人等における清算業務や従業員の雇用に

配慮する。 

 
 

 

 

 

 

（２）契約方法 

① 施設の譲渡に当たっては､公正で適正な譲渡

を行う観点から､一般競争入札とする。 

② ただし、借地上にある施設について土地所有

者が建物の購入を希望する場合は､随意契約によ

り譲渡する。 

 
（３）譲渡条件 

次の施設については、譲渡に当たり、一定期間施

設の中心的な機能を維持することを譲渡条件とす

る。なお、保養ホームについては、厚生労働大臣

の指示により、当該施設が連携している厚生年金

病院と一体で譲渡する。また、施設の機能廃止が

適当とされた施設については、この限りではない

。 

① 地域医療に貢献している施設（社会保険診療

所、健康管理センター及び保養ホーム） 

② 入居者に配慮すべき施設（終身利用型老人ホ

ーム及び長期入居型老人ホーム） 

③ 同一都道府県内に代替施設がないことからそ

の中心的な機能を維持することが必要な施設であ

って、別表に掲げるもの 
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評価シート（５） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

（４）譲渡価格 

施設の譲渡に当たっては、年金資金等の損失を

最小化する観点から、不動産鑑定評価の手法に基

づき、適正な価格の設定に努めること。 

 

（５）譲渡の対価の支払方法 

施設の譲渡の対価の支払いは、即時支払（施設

の引渡しの日）とすること。 

ただし、施設の譲渡先が地方公共団体の場合は、

譲渡の対価の支払方法の弾力化に配慮すること。 

 

（６）老人ホーム入居者への配慮 

老人ホームの譲渡又は廃止に当たっては、入居

者の新たな生活の場を確保する等、十分な配慮を

行うこと。 

 

（７）委託先公益法人等の従業員の雇用への配慮 

施設の買受者に対する雇用の依頼等、委託先公

益法人等の従業員の雇用に十分な配慮を行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

（８）地方公共団体との相談 

施設の譲渡又は廃止に当たっては、各施設が所

在する地域の地方公共団体と事前に相談を行う

こと。 

 

（４）譲渡価格 

施設の譲渡に当たっては、年金資金等の損失を

最小化する観点から、不動産鑑定評価の手法に基

づき、適正な価格の設定に努める。 

 

（５）譲渡の対価の支払方法 

施設の譲渡の対価の支払いは、即時支払（施設

の引渡しの日）とする。 

ただし、施設の譲渡先が地方公共団体の場合は

、譲渡の対価の支払方法の弾力化に配慮する。 

 

（６）老人ホーム入居者への配慮 

老人ホームを譲渡又は廃止する場合には、入居

者の新たな生活の場を確保する等、十分な配慮を

行う。 

 

（７）委託先公益法人等の従業員の雇用への配慮 

施設を譲渡する場合には､施設の買受者に対し､

委託先公益法人等の従業員の雇用を依頼する。ま

た、施設の譲渡又は廃止に当たっては、当該施設

の譲渡又は廃止に関する情報を厚生労働省職業安

定局を通じて公共職業安定所等に提供することに

より、委託先公益法人等が行う従業員の求職活動

の支援が適切に行われるよう配慮する。 

 

（８）地方公共団体との相談 

施設の譲渡又は廃止に当たっては、各施設が所

在する地域の地方公共団体と事前に相談を行うと

ともに、その結果について、買受者を募る際に情

報提供を行う。 

 

（４）譲渡価格 

施設の譲渡に当たっては、年金資金等の損失を

最小化する観点から、不動産鑑定評価の手法に基

づき、適正な価格の設定に努める。 

 

（５）譲渡の対価の支払方法 

施設の譲渡の対価の支払いは、施設の引渡しの

日迄とする。 

ただし、施設の譲渡先が地方公共団体の場合は

、譲渡の対価の支払方法の弾力化に配慮する。 

 

（６）老人ホーム入居者への配慮 

老人ホームを譲渡又は廃止する場合には、入居

者の新たな生活の場を確保する等、十分な配慮を

行う。 

 

（７）委託先公益法人等の従業員の雇用への配慮 

施設を譲渡する場合には､施設の買受者に対し

､委託先公益法人等の従業員の雇用を依頼する。

また、施設の譲渡又は廃止に当たっては、当該施

設の譲渡又は廃止に関する情報を厚生労働省職

業安定局を通じて公共職業安定所等に提供する

ことにより、委託先公益法人等が行う従業員の求

職活動の支援が適切に行われるよう配慮する。 

 

（８）地方公共団体との相談 

施設の譲渡又は廃止に当たっては、各施設が所

在する地域の地方公共団体と事前に相談を行う

とともに、その結果について、買受者を募る際に

情報提供を行う。 

 

 

【評価項目５ 年金福祉施設等の譲渡又は廃止】 自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

 

【数値目標】 

○年金福祉等施設の譲渡に当たっては、総額で売却原価比 100％以上の価格で譲渡

する。 

 

【評価の視点】 

○年金福祉施設等の譲渡の見通しを年度計画で示し、各事業年度終了時に進捗状

況を勘案して法人として業績を評価し、次事業年度以降の業務に反映したか。 

【評価の視点】 

○年金福祉施設等の譲渡の見通しを年度計画で示し、各事業年度終了時に進捗状

況を勘案して法人として業績を評価し、次事業年度以降の業務に反映したか。 

○年金資金等の損失を最小化するという考え方に立ちつつ、多様な譲渡方法を通

じ、施設譲渡の促進など事業の効率化、適正化が図れたか。 

○年金資金等の損失を最小化するという考え方に立ちつつ、多様な譲渡方法を通

じ、施設譲渡の促進など事業の効率化、適正化が図れたか。 

○年金福祉施設等の譲渡により生じた収入は、当初予算と比較して適切であった

か。（後掲） 

○年金福祉施設等の譲渡により生じた収入は、当初予算と比較して適切であった

か。（後掲） 

○各事業年度における譲渡施設の選定は､各施設の経営実績、今後の経営見通し及

び建物の老朽度等を総合的に勘案した適切なものとなっていたか。 

○各事業年度における譲渡施設の選定は､各施設の経営実績、今後の経営見通し及

び建物の老朽度等を総合的に勘案した適切なものとなっていたか。 

○譲渡する施設名、競争執行の場所及び日時を官報で適切な時期に公告したか。

公告時期の設定については、委託先公益法人等における清算業務や従業員の雇用

への配慮が十分であったか。 

○譲渡する施設名、競争執行の場所及び日時を官報で適切な時期に公告したか。

公告時期の設定については、委託先公益法人等における清算業務や従業員の雇用

への配慮が十分であったか。 
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評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

○施設の譲渡に当たり､一般競争入札で適切に行ったか。 ○施設の譲渡に当たり､一般競争入札で適切に行ったか。 

○入札において不落となった施設及び買受需要が低いなど売却が困難な施設につ

いて、売却のために具体的な方策を講じたか。 

○入札において不落となった施設及び買受需要が低いなど売却が困難な施設につ

いて、売却のために具体的な方策を講じたか。 

○一定期間施設の中心的な機能の維持が適当とされた施設について、適切な条件

により譲渡を行ったか。 

○一定期間施設の中心的な機能の維持が適当とされた施設について、適切な条件

により譲渡を行ったか。 

○譲渡条件を付して譲渡した施設又は譲渡しようとする施設について、当該譲渡

条件及びこれを付す際の判断基準（一定期間の目途、中心的な機能の実質的内容、

地域医療への貢献等、入居者への配慮等）は妥当であったか。 

○譲渡条件を付して譲渡した施設又は譲渡しようとする施設について、当該譲渡

条件及びこれを付す際の判断基準（一定期間の目途、中心的な機能の実質的内容、

地域医療への貢献等、入居者への配慮等）は妥当であったか。 

○施設の譲渡に当たり、不動産鑑定評価の手法に基づく適正な譲渡価格を設定し

たか。 

○施設の譲渡に当たり、不動産鑑定評価の手法に基づく適正な譲渡価格を設定し

たか。 

○施設の譲渡の対価の支払いは、原則として即時支払（施設の引渡しの日）であ

ったか。 

○施設の譲渡の対価の支払いは、原則として即時支払（施設の引渡しの日）であ

ったか。 

○施設の譲渡の対価の支払いで、未収となっているものはないか。 ○施設の譲渡の対価の支払いで、未収となっているものはないか。 

○老人ホームの譲渡又は廃止に当たり、入居者に対して、具体的な配慮がなされ

たか。 

○老人ホームの譲渡又は廃止に当たり、入居者に対して、具体的な配慮がなされ

たか。 

○施設の譲渡に当たり、施設の買受者に対し、委託先公益法人の従業員の雇用を

依頼したか。 

○施設の譲渡に当たり、施設の買受者に対し、委託先公益法人の従業員の雇用を

依頼したか。 

○施設の譲渡又は廃止に当たり、当該施設の譲渡又は廃止に関する情報を厚生労

働省職業安定局を通じて公共職業安定所等に提供したか。 

○施設の譲渡又は廃止に当たり、当該施設の譲渡又は廃止に関する情報を厚生労

働省職業安定局を通じて公共職業安定所等に提供したか。 

○上記の取組により、委託先公益法人等の従業員の雇用に適切な配慮がなされた

か。 

○上記の取組により、委託先公益法人等の従業員の雇用に適切な配慮がなされた

か。 

○施設の譲渡又は廃止に当たり、各施設が所在する地域の地方公共団体と事前に

適切に相談を行った。 

○施設の譲渡又は廃止に当たり、各施設が所在する地域の地方公共団体と事前に

適切に相談を行った。 

○また、その結果について、買受者を募る際に適切に情報提供を行ったか。 ○また、その結果について、買受者を募る際に適切に情報提供を行ったか。 

 
○厚生労働大臣から指定された社会保険病院等の譲渡について、地域医療が損な

われることのないよう十分配慮して適切に譲渡を行ったか。 
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評価シート（６） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

２ 年金福祉施設等の運営及び資産価値の保全 

 

（１）運営に当たっての基本方針 

年金福祉施設等の資産価値を保全し、円滑かつ有益な譲渡

を行うため、効率的な経営及び効果的な運営に努めること。 

また、必要に応じ、年金福祉施設等の資産価値を高めるため

の方策を講じること。 

 社会保険病院等については、地域の医療体制を損なうこ

とのないように配慮すること。 

 

（２）施設の管理 

① 施設の管理については、適切な維持管理に努めること。 

② 施設整備については、緊急災害時の復旧等に必要なもの

について、費用対効果や機構全体の財務を総合的に勘案し、

必要最小限の措置を講じること。 

③ 施設機能の維持管理のためのその他の整備を行う場合に

ついては、委託先公益法人等の負担において行わせること。 

 

 

 

（３）運営の停止等 

経営実績、経営見通し、建物の老朽度等を総合的に勘案し

、経営を継続することが不適切と認められる施設については

、早急に運営を停止すること。 

運営停止後の年金福祉施設等については､譲渡を行うまでの

間、資産価値が減じないよう適切な維持管理に努めること。 

 

２ 年金福祉施設等の運営及び資産価値の保全 

 

（１）運営に当たっての基本方針 

年金福祉施設等の資産価値を保全し、円滑かつ有益な譲渡

を行うため、効率的な経営及び効果的な運営を行う。 

また、必要に応じ、年金福祉施設等の資産価値を高めるため

の方策を講じる。 

 社会保険病院等については、地域の医療体制を損なうこ

とのないように配慮する。 

 

（２）施設の管理 

① 施設の管理については、適切な維持管理に努める。 

② 緊急災害等による被害を受けた施設や被保険者等の安全

な利用等に支障を生じるおそれのある施設の復旧等について

は､当該施設の経営状況、費用対効果及び機構全体の財務を総

合的に勘案し､必要最小限の措置を講じる。 

③ 施設機能の維持管理のためのその他の整備を行う場合に

ついては、委託契約において定めることにより、委託先公益

法人等の負担において行わせる。 

 

（３）運営の停止等 

経営実績、経営見通し、建物の老朽度等を総合的に勘案し

、経営を継続することが不適切と認められる施設については

、早急に運営を停止する。 

運営停止後の年金福祉施設等については､譲渡を行うまで

の間、資産価値が減じないよう適切な維持管理を行う。 

 

 

４ 年金福祉施設等の運営及び資産価値の保全 

 

（１）運営に当たっての基本方針 

年金福祉施設等の資産価値を保全し、円滑かつ有益な譲渡

を行うため、効率的な経営及び効果的な運営を行う。 

また、必要に応じ、年金福祉施設等の資産価値を高めるた

めの方策を講じる。 

 社会保険病院等については、地域の医療体制を損なうこ

とのないように配慮する。 

 

（２）施設の管理 

① 施設の管理については、適切な維持管理に努める。 

② 緊急災害等による被害を受けた施設や被保険者等の安全

な利用等に支障を生じるおそれのある施設の復旧等について

は､当該施設の経営状況、費用対効果及び機構全体の財務を総

合的に勘案し､必要最小限の措置を講じる。 

③ 施設機能の維持管理のためのその他の整備を行う場合に

ついては、委託契約において定めることにより、委託先公益

法人等の負担において行わせる。 

 

（３）運営の停止等 

経営実績、経営見通し、建物の老朽度等を総合的に勘案し

、経営を継続することが不適切と認められる施設については

、早急に運営を停止する。 

運営停止後の年金福祉施設等については､譲渡を行うまで

の間、資産価値が減じないよう適切な維持管理を行う。 

 

 

 

 

【評価項目６ 年金福祉施設等の運営及び資産価値の保全】 自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

 

【数値目標】 

【評価の視点】 

○年金福祉施設等の資産価値を保全し、円滑かつ有益な譲渡を行うため、効率的

な経営及び効果的な運営を行ったか。 

必要に応じ、年金福祉施設等の資産価値を高めるため、具体的な方策を講じたか。 

【評価の視点】 

○年金福祉施設等の資産価値を保全し、円滑かつ有益な譲渡を行うため、効率的

な経営及び効果的な運営を行ったか。 

必要に応じ、年金福祉施設等の資産価値を高めるため、具体的な方策を講じたか。 

○施設の管理について、適切な維持管理を行ったか。 ○施設の管理について、適切な維持管理を行ったか。 

○経営実績、経営見通し、建物の老朽度等を総合的に勘案し、経営を継続するこ

とが不適切と認められる施設については、早急に運営を停止したか。 

○経営実績、経営見通し、建物の老朽度等を総合的に勘案し、経営を継続するこ

とが不適切と認められる施設については、早急に運営を停止したか。 

○運営停止後の年金福祉施設等については､譲渡を行うまでの間、資産価値が減じ

ないよう適切な維持管理を行ったか。 

○運営停止後の年金福祉施設等については､譲渡を行うまでの間、資産価値が減じ

ないよう適切な維持管理を行ったか。 

 
○社会保険病院等の整備について費用対効果や機構全体の財務を総合的に勘案

し、地域の医療体制を損なうことのないよう必要最小限の措置を講じたか。 
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評価シート（７） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

３ 買受需要の把握及び開拓 

譲渡対象施設に係る買受需要を把握するとともに、多

様な買受需要を開拓するため、地方公共団体及び民間企

業等から広範に情報収集を行うこと。 

 

 
 

３ 買受需要の把握及び開拓 

譲渡対象施設に係る買受需要を把握するとともに、多

様な買受需要を開拓するため、地方公共団体及び民間企

業等から広範に情報収集を行う。 

 

 

５ 買受需要の把握及び開拓 

譲渡対象施設に係る買受需要を把握するとともに、多

様な買受需要を開拓するため、地方公共団体及び民間企

業等から広範に情報収集を行う。 

また、買受需要と併せ、個別の施設事業の経営改善及

び複数施設による連携のとれた事業展開等による資産価

値の評価について情報収集を行う。 

 

 

 

【評価項目７ 買受需要の把握及び開拓】 自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

 
 

【評価の視点】 

○譲渡対象施設に係る買受需要を把握するとともに、多様な買受需要を開拓する

ため、地方公共団体及び民間企業等から広範に情報収集を行ったか。 

【評価の視点】 

○譲渡対象施設に係る買受需要を把握するとともに、多様な買受需要を開拓する

ため、地方公共団体及び民間企業等から広範に情報収集を行ったか。 

○買受需要と併せ、個別の施設事業の経営改善及び複数施設による連携のとれた

事業展開等による資産価値の評価について適切に情報収集を行ったか。 

○買受需要と併せ、個別の施設事業の経営改善及び複数施設による連携のとれた

事業展開等による資産価値の評価について適切に情報収集を行ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  12 

評価シート（８） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

４ 情報の提供 

（１）機構の運営状況に関する情報提供 

機構の事業実績、財務状況等の運営状況に関する

情報を積極的に提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）譲渡の対象となる年金福祉施設等に関する情

報提供 

円滑かつ効率的な年金福祉施設等の譲渡に資する

ため、譲渡する施設に関する情報、入札手続に関す

る情報及び入札結果に係る情報を積極的に提供する

こと。 

 

 

 

 

 

（３）年金福祉施設等の運営に関する情報提供 

施設に係る収支状況、利用状況等に関する情報を

積極的に提供すること。 

 

４ 情報の提供 

（１）機構の運営状況に関する情報提供 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律（平成１３年法律第１４０号）第２２条の規定に

より､機構の運営状況等に関し、概ね次の情報をホー

ムページ等に掲載する。 

① 組織に関する情報 

② 事業報告書等の業務に関する情報 

③ 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する情報 

④ 組織、業務及び財務についての評価及び監査に

関する情報 

 

 

 

 

（２）譲渡の対象となる年金福祉施設等に関する情

報提供 

① 譲渡を予定する施設等に関する所在地、地目、

面積、用途地域等の情報をホームページ等を活用し､

広く国民に周知する。 

② 入札に係る公告は官報掲載を行うとともに、併

せてホームページ等を活用し､周知を図る。 

③ 入札結果に係る情報の公開については､公開基

準を設け､買受者の合意が得られたものをホームペ

ージ等に掲載する。 

 

（３）年金福祉施設等の運営に関する情報提供 

施設に係る収支状況、利用状況等をホームページ

等により広く国民に周知する。 

 

６ 情報の提供 

（１）機構の運営状況に関する情報提供 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

（平成１３年法律第１４０号）第２２条の規定によ

り､機構の運営状況等に関する次の情報をホームペ

ージ等に掲載する。 

① 機構の目的、業務の概要及び国の施策との関係 

② 機構の組織概要 

③ 機構の役員に対する報酬及び退職手当の支給の

基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の

基準 

④ 機構の中期目標、中期計画及び平成20年度年度

計画 

⑤ 機構の契約方法に関する定め 

 

（２）譲渡の対象となる年金福祉施設等に関する情

報提供 

① 譲渡を予定する施設等に関する所在地、地目、

面積、用途地域等の情報をホームページ等を活用し､

広く国民に周知する。 

② 入札に係る公告は官報掲載を行うとともに、併

せてホームページ等を活用し､周知を図る。 

③ 入札結果に係る情報の公開については､機構が

定めた公開基準に則り､買受者の合意が得られたも

のをホームページ等に掲載する。 

 

（３）年金福祉施設等の運営に関する情報提供 

施設に係る収支状況、利用状況等をホームページ等

により広く国民に周知する。 

 

 

 

【評価項目８ 情報の提供】 自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

【数値目標】 

 

 

【評価の視点】 

○機構の運営状況等に関する概ね次の情報をホームページ等に掲載し、積極的か

つ適切な情報提供を行ったか。 

① 組織に関する情報 

② 事業報告書等の業務に関する情報 

③ 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する情報 

④ 組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報 

【評価の視点】 

 

○譲渡の対象となる年金福祉施設等及びその運営に関する次の情報について、ホ

ームページの活用その他の複数の手段により、積極的かつ適切に情報提供を行っ

たか。 

① 譲渡を予定する施設等に関する所在地、地目、面積、用途地域等の情報 

② 入札に係る公告 

③ 公開基準に基づく入札結果に係る情報 

④ 施設に係る収支状況、利用状況等の情報 

○譲渡の対象となる年金福祉施設等及びその運営に関する次の情報について、ホ

ームページの活用その他の複数の手段により、積極的かつ適切に情報提供を行っ

たか。 

① 譲渡を予定する施設等に関する所在地、地目、面積、用途地域等の情報 

② 入札に係る公告 

③ 公開基準に基づく入札結果に係る情報 

④ 施設に係る収支状況、利用状況等の情報 
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評価シート（９） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

本目標第２で定めた事項については、経費の節減を見込ん

だ中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこと

。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 

 １ 予算   別紙１のとおり 

  

 ２ 収支計画 別紙２のとおり 

  

 ３ 資金計画 別紙３のとおり 

 

第４ 短期借入金の限度額 

 １ 限度額 ２，９４４百万円 

 

 

 ２ 想定される理由 

  機構設立当初の運営経費等への対応 

 

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするとき

は、その計画 

機構の主たる事務所が置かれる土地及び建物についても譲渡

することとする。 

 

第６ 剰余金の使途 

  運営経費又は国庫納付金 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 

 １ 予算   別紙１のとおり 

  

 ２ 収支計画 別紙２のとおり 

  

 ３ 資金計画 別紙３のとおり 

 

第４ 短期借入金の限度額 

 １ 限度額 ２，９４４百万円 

 

 

 ２ 想定される理由 

  機構の運営経費等への対応 

 

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするとき

は、その計画 

  該当なし 

 

 

第６ 剰余金の使途 

  運営経費又は国庫納付金 

 

 

 

【評価項目９ 予算、収支計画及び資金計画 短期借入金の限度額】 自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

【数値目標】 

 

【評価の視点】 

○経費の節減を見込んだ中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこ

とができたか。 

【評価の視点】 

○経費の節減を見込んだ中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこ

とができたか。 

○年金福祉施設等の譲渡により生じた収入は、当初予算と比較して適切であった

か。 

○年金福祉施設等の譲渡により生じた収入は、当初予算と比較して適切であった

か。 

○上記のほか、予算、収支計画及び資金計画について、各費目に関して計画と実

績の差異がある場合には、その発生理由が明らかになっており、合理的なもので

あるか。 

○上記のほか、予算、収支計画及び資金計画について、各費目に関して計画と実

績の差異がある場合には、その発生理由が明らかになっており、合理的なもので

あるか。 

○短期借入金について、借入理由や借入額等の状況は適切であったか。 

○借入金の償還は、適切に行ったか。 

○短期借入金について、借入理由や借入額等の状況は適切であったか。 

○借入金の償還は、適切に行ったか。 

○剰余金の使途は適切に処理されたか。 ○剰余金の使途は適切に処理されたか。 
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評価シート（１０） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

１ 人事に関する計画 

 

（１）方針 

職員の専門性を高め、その勤務成績を考慮した人事評価を

実施すること。 

 

（２）人員に関する指標 

常勤職員について、その職務能力を向上させるとともに、

中期目標期間中に全体として効率化を図りつつ、常勤職員数

の抑制を図ること。 

 

 

 
 
 

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１ 人事に関する計画 

 

（１）方針 

職員の専門性を高め、その勤務成績を考慮した人事評価を

実施する。 

 

（２）人員に関する指標 

常勤職員について、その職務能力を向上させるとともに、

中期目標期間中に全体として効率化を図りつつ、常勤職員数

の抑制を図る。 

 （期末の常勤職員数は期初を上回らない） 

 

 

２ 施設及び設備に関する計画 

  該当なし 

 

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１ 人事に関する計画 

職員の専門性を高め、その勤務成績を考慮した人事評価を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設及び設備に関する計画 

 該当なし 

 

 

 

【評価項目１０ 人事に関する計画】 自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

【数値目標】 

 

【評価の視点】 

○勤務成績を考慮した人事評価を実施したか。 

【評価の視点】 

○勤務成績を考慮した人事評価を実施したか。 

○常勤職員について、その職務能力を向上させるとともに、中期目標期間中に全

体として効率化を図りつつ、常勤職員数の抑制を図ることができたか。 

○常勤職員について、その職務能力を向上させるとともに、中期目標期間中に全

体として効率化を図りつつ、常勤職員数の抑制を図ることができたか。 

 ○国家公務員の再就職のポストの見直しを図っているか。特に、役員ポストの公

募や、平成 21 年度末までに廃止するよう指導されている嘱託ポストの廃止等は適

切に行われたか。（委員長通知別添一⑤） 

 
○独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポストの見直しを図っているか。（委

員長通知別添一⑥） 
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評価シート（１１） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

２ 国庫納付金の納付に関する事項 

国庫納付金の納付については、決算結了後、速やかに納付

すること。 

 

 
 

３ その他中期目標を達成するために必要な事項 

（１）国庫納付金については､譲渡収入から厚生労働大臣が定

める額を控除して､なお残余がある場合に行うこととされて

おり､決算時に額の確定を行い､決算結了後できるだけ速やか

に納付する。 

 

３ 国庫納付金に関する事項 

国庫納付金については､決算時に額の確定を行い､来年度に

おいて、決算結了後できるだけ速やかに納付する。 

 

 

 

 

【評価項目１１ 国庫納付金に関する事項】 自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

【数値目標】 

○予算額比 100%以上の国庫納付金を納付する。 

 

【評価の視点】 

○国庫納付金については､適切に額の確定を行ったか。また、決算結了後できるだ

け速やかに納付することができたか。 

【評価の視点】 

○国庫納付金については､適切に額の確定を行ったか。また、決算結了後できるだ

け速やかに納付することができたか。 
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評価シート（１２） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

３ 外部の有識者からなる機関に関する事項 

各施設の具体的な譲渡方法については､機構において設置

する外部の有識者からなる機関の意見を聴いて定めること。 

 

（２）各施設の具体的な譲渡方法については、外部の有識者

からなる機関を設置し、その意見を聴いて定める。 

 

 

４ 譲渡業務諮問委員会に関する事項 

各施設の具体的な譲渡方法については､外部の有識者から

なる譲渡業務諮問委員会に諮り、その意見を聴いて定める。 

 

 

 

 

【評価項目１２ 外部の有識者からなる機関に関する事項】 自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

【数値目標】 

 

【評価の視点】 

○各施設の具体的な譲渡方法について､外部の有識者からなる機関を設置し、その

意見を聴いたか。 

【評価の視点】 

○各施設の具体的な譲渡方法について､外部の有識者からなる機関を設置し、その

意見を聴いたか。 

○外部の有識者からなる機関は、有効に機能したか。 ○外部の有識者からなる機関は、有効に機能したか。 
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評価シート（１３） 

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

４ 機構の保有する個人情報の保護に関する事項 

機構は、保有する個人情報の保護に関する規程を設け、保

有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有個人情

報の適切な管理に努めること。 

 

（３）保有する個人情報の保護に関する規程を設け、保有個

人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有個人情報の

適切な管理に努める。 

 

 

５ 保有する個人情報の保護に関する事項 

保有する個人情報の保護に関する規程に基づき、保有個人

情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有個人情報の適

切な管理に努める。 

 

 

 

【評価項目１３ 機構の保有する個人情報の保護に関する事項】 自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

【数値目標】 

 

【評価の視点】 

○保有する個人情報の保護に関する規程に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失

又はき損の防止その他保有個人情報の適切な管理を行うことができたか。 

【評価の視点】 

○保有する個人情報の保護に関する規程に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失

又はき損の防止その他保有個人情報の適切な管理を行うことができたか。 

 

 

 

 

評価シート（１４） 

中期目標 中期計画  平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績 

５ 終身利用型老人ホームの譲渡に当たっては、厚生労働省

及び社会保険庁において、設置時の趣旨及び終身利用という

事情を踏まえ、適切な結論を得ることとしており、その結論

を踏まえ、対応すること。 

 

 

 

（４）終身利用型老人ホームの譲渡に当たっては、厚生労働

省及び社会保険庁における検討結果を踏まえ、対応する。 

 

６ 終身利用型老人ホームの譲渡に当たっては、厚生労働省

及び社会保険庁における検討結果を踏まえ、対応する。 

 

 

 

 

【評価項目１４ 終身利用型老人ホームの譲渡に関する事項】 自己評価   評価項目○  評定  

   

評価の視点等（現行） 評価の視点等（案）  

【数値目標】 

 

【数値目標】 

 

【評価の視点】 

【評価の視点】 

○終身利用型老人ホームの出資時点の入居者が将来に渡って生活を行うことに配

慮して適切に譲渡を行ったか。 

 

 




